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(57)【要約】
小型化及び薄型化に寄与することができ、安定性及び信
頼性を向上させることができるスライドヒンジ装置が開
示される。スライドヒンジ装置は、ストッパー溝及びガ
イドレールが形成された第１スライドヒンジ部と、ガイ
ドレールを部分的に収容し、ガイドレールに沿ってスラ
イド移動する第２スライドヒンジ部と、一端は第２スラ
イドヒンジ部の背面に連結され、他端は弾性的に遊動可
能に自由端として配置されるストッパーボディー及びス
トッパーボディーの他端に一体に折曲されて第２スライ
ドヒンジ部の側端部に配置され、選択的にストッパー溝
に拘束されるストッパー突起を含むストッパー部材と、
を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ストッパー溝及びガイドレールが形成された第１スライドヒンジ部と、
　前記ガイドレールを部分的に収容し、前記ガイドレールに沿ってスライド移動する第２
スライドヒンジ部と、
　一端は前記第２スライドヒンジ部の背面に連結され、他端は弾性的に遊動可能に自由端
として配置されるストッパーボディー、及び前記ストッパーボディーの前記他端に一体に
折曲されて前記第２スライドヒンジ部の側端部に配置され、選択的に前記ストッパー溝に
拘束されるストッパー突起を含むストッパー部材と、を含むことを特徴とするスライドヒ
ンジ装置。
【請求項２】
　前記ストッパー突起を覆うように提供されるストッパーガイドを更に含み、
　前記ストッパーガイドは、前記ストッパー部材と共に一体にインサート射出成形された
請求項１に記載のスライドヒンジ装置。
【請求項３】
　前記ストッパーガイドの角には、チャンファ部（ｃｈａｍｆｅｒ　ｐｏｒｔｉｏｎ）が
形成された請求項２に記載のスライドヒンジ装置。
【請求項４】
　前記ストッパーガイドは、前記第１スライドヒンジ部に面接触可能に提供された請求項
２に記載のスライドヒンジ装置。
【請求項５】
　前記第２スライドヒンジ部の側端部には、ストッパー収容部が形成され、
　前記ストッパー突起の少なくとも一部は、前記ストッパー収容部に収容された請求項１
に記載のスライドヒンジ装置。
【請求項６】
　前記ストッパー部材は、金属プレートをプレス加工して“Ｌ”字状に形成され、
　前記第２スライドヒンジ部と前記ストッパー部材は一体に溶接された請求項１に記載の
スライドヒンジ装置。
【請求項７】
　前記ガイドレールを部分的に収容するように前記第２スライドヒンジ部と共にインサー
ト射出成形されるスライドガイドを更に含む請求項１に記載のスライドヒンジ装置。
【請求項８】
　前記第１スライドヒンジ部は、スライドフレーム、及び前記スライドフレームの背面に
結合されるレールプレートを含み、
　前記ガイドレールは、前記レールプレートの両側端部に沿って提供された請求項１に記
載のスライドヒンジ装置。
【請求項９】
　前記スライドフレームには、内面側に突出するように折曲部が形成され、
　前記ストッパー溝は、前記折曲部に形成され、
　前記第２スライドヒンジ部及び前記ストッパー部材は、部分的に前記折曲部に収容され
た請求項８に記載のスライドヒンジ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スライドヒンジ装置に係り、より詳細には、小型化及び薄型化に寄与するこ
とができ、安定性及び信頼性を向上させることができるスライドヒンジ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、個人携帯端末機は、誰でも手軽に携帯可能であり、どこでも自由に使用すること
ができる利便性により使用が普遍化されている実情である。
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【０００３】
　このような個人携帯端末機は、外形や作動方式によって、一般に、バー（ｂａｒ）型、
フリップ型（ｆｌｉｐ－ｔｙｐｅ）、フォルダー型（ｆｏｌｄｅｒ－ｔｙｐｅ）、スライ
ド型（ｓｌｉｄｉｎｇ－ｔｙｐｅ）などに区分することができる。
【０００４】
　このうち、スライド型個人携帯端末機は、本体部と互いに重畳するように配置されるス
ライド部が、本体部に対してスライド式に開閉されるようにした個人携帯端末機を意味す
る。
【０００５】
　一方、最近は、スリム化の趨勢に伴い、端末機をより薄く作製するための様々な検討が
なされており、これと共に、本体部に対するスライド部の配置状態（開状態又は閉状態）
を拘束するための拘束構造をより簡素化するための様々な検討がなされている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、安定性及び信頼性を向上させることができるスライドヒンジ装置を提供する
。
【０００７】
　また、本発明は、小型化及び薄型化に寄与することができるスライドヒンジ装置を提供
する。
【０００８】
　また、本発明は、端末機の空間活用性及び設計自由度を向上させることができるスライ
ドヒンジ装置を提供する。
【０００９】
　また、本発明は、構造及び製造工程を簡素化することができ、コストを節減し、生産性
を向上させることができるスライドヒンジ装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した本発明の目的を達成するための本発明の好ましい実施例によれば、スライドヒ
ンジ装置は、ストッパー溝及びガイドレールが形成された第１スライドヒンジ部と、ガイ
ドレールを部分的に収容し、ガイドレールに沿ってスライド移動する第２スライドヒンジ
部と、一端は第２スライドヒンジ部の背面に連結され、他端は弾性的に遊動可能に自由端
として配置されるストッパーボディー及びストッパーボディーの他端に一体に折曲されて
第２スライドヒンジ部の側端部に配置され、選択的にストッパー溝に拘束されるストッパ
ー突起を含むストッパー部材と、を含む。
【００１１】
　参考に、本発明において、第１スライドヒンジ部及び第２スライドヒンジ部とは、通常
のスライド型個人携帯端末機において相互スライディング可能に結合される本体部及びス
ライド部のハウジング（又はケース）自体と理解することができ、又は、本体部に対する
スライド部のスライディングを具現するために本体部及びスライド部と別途に作製されて
結合される各種スライディング要素（例えば、各種プレート、フレーム及びガイドバーな
ど）と理解することができる。加えて、第１スライドヒンジ部は、スライド部の後面をカ
バーするハウジングの役割を果たすと共に、本体部とスライド部をスライディング可能に
結合するスライドヒンジ装置の役割を果たすことができる。場合によっては、第１スライ
ドヒンジ部がスライド部の外観を形成するハウジングの外側に別途に装着されるように構
成してもよい。
【００１２】
　一例として、第１スライドヒンジ部は、スライドフレーム及びスライドフレームの背面
に結合されるレールプレートを含んで構成可能である。加えて、ガイドレールは、レール
プレートの両側端部に沿って提供することができ、ストッパー溝は、スライドフレームに
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形成することができる。場合によっては、スライドフレームの一部を切開した後に折曲さ
せることによってガイドレールを形成してもよく、射出などのようなその他の方法を通じ
てガイドレールを形成してもよい。また、場合によっては、一つのスライディング要素の
みを用いて第１スライドヒンジ部を構成してもよく、３個以上のスライディング要素を用
いて第１スライドヒンジ部を構成することもできる。
【００１３】
　加えて、スライドフレームには、内面側に突出するように折曲部を形成することができ
、ストッパー溝は折曲部上に形成することができる。また、折曲部には、第２スライドヒ
ンジ部の側端部及びストッパー部材が部分的に収容され得る。
【００１４】
　ストッパーボディー及びストッパー突起を含むストッパー部材の形状及び構造は、要求
される条件及び設計仕様に応じて多様に変更可能である。一例として、ストッパー部材は
、金属プレートをプレス加工して“Ｌ”字状に形成することができ、第２スライドヒンジ
部と前記ストッパー部材は一体に溶接することができる。
【００１５】
　また、ストッパー突起を覆うようにストッパーガイドを提供することができる。ストッ
パーガイドは、少なくとも一部がストッパー溝に収容可能な形状及び構造で提供すること
ができ、ストッパーガイドの形状及び構造によって本発明が制限又は限定されるものでは
ない。ストッパーガイドは、第１スライドヒンジ部に面接触可能な形状に提供してもよい
。すなわち、ストッパーガイドは、第１スライドヒンジ部と接触する上端の接触部位にフ
ラットな平面区間を含む形態で形成することができる。加えて、ストッパーガイドの角に
はチャンファ部（Ｃｈａｍｆｅｒ　ｐｏｒｔｉｏｎ）を形成することができ、チャンファ
部の角度調節を通じて、ストッパー部材によるロッキング感を調節することができる。
【００１６】
　一方、第２スライドヒンジ部の側端部にはストッパー収容部を形成することができ、ス
トッパー突起の少なくとも一部はストッパー収容部の内部に収容され得る。ストッパー突
起は、ストッパー収容部に収容された状態で、水平（左右）方向の遊動が拘束された状態
で上下方向に沿って弾性的に遊動することができるので、ストッパー部材の作動時に発生
し得る衝撃及び異常な遊動を低減させることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係るスライドヒンジ装置によれば、端末機の小型化及び薄型化に寄与すること
ができ、安定性及び信頼性を向上させることができる。
【００１８】
　特に、本発明によれば、片持ち梁（ｃａｎｔｉｌｅｖｅｒ）構造を有するストッパー部
材を通じて、第２スライドヒンジ部に対する第１スライドヒンジ部の配置状態を安定的に
拘束することができる。既存のコイルスプリングによって拘束部材が弾性的に支持される
構造の場合、拘束部材の下部にコイルスプリングの装着及び作動に必要な空間を必然的に
確保しなければならなかった。そのため、スライドヒンジ装置の全体的な厚さをスリムに
具現するのは難しく、空間活用性及び設計自由度が低下するという問題点があった。しか
し、本発明によれば、ストッパー部材が片持ち梁構造で作動するように構成されるので、
ストッパー部材の装着及び作動に必要な空間を最小化することができる。
【００１９】
　更に、本発明によれば、ストッパー部材が、非常に薄い厚さを有するプレート状に形成
されて、第２スライドヒンジ部にほぼ密着するように配置できるので、構造及び製造工程
を簡素化することができると共に、ストッパー部材の装着及び作動に必要な空間を最小化
することができ、端末機の空間活用性及び設計自由度を向上させることができる。
【００２０】
　また、本発明によれば、ストッパー部材の作動時、異常な衝撃及び遊動の発生を防止す
ることができ、それによるストッパー部材の変形及び歪みを防止することができる。特に
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、ストッパー部材は、第２スライドヒンジ部の側端部に形成されたストッパー収容部に収
容された状態で作動できるので、作動時に、異常な衝撃及び遊動の発生を効果的に防止す
ることができる。
【００２１】
　また、本発明によれば、ストッパー部材が面接触可能に提供されるので、接触及び摩擦
による塗装面の損傷を最小化することができ、ストッパー部材の異常な遊動及び歪みを防
止することができる。
【００２２】
　また、本発明によれば、要求される条件及び設計仕様に応じて、ストッパー部材による
ロッキング感を容易に調節することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、本発明に係るスライドヒンジ装置が適用されたスライド型個人携帯端末
機の構造を示す斜視図である。
【図２】図２は、本発明に係るスライドヒンジ装置の構造の一例を示す図である。
【図３】図３は、本発明に係るスライドヒンジ装置の構造の他の例を示す図である。
【図４】図４は、本発明に係るスライドヒンジ装置の構造の他の例を示す図である。
【図５】図５は、本発明に係るスライドヒンジ装置の構造の他の例を示す図である。
【図６】図６は、本発明に係るスライドヒンジ装置の作動構造の一例を説明するための図
である。
【図７】図７は、本発明に係るスライドヒンジ装置の作動構造の他の例を説明するための
図である。
【図８】図８は、本発明に係るスライドヒンジ装置の作動構造の他の例を説明するための
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の好ましい実施例を詳細に説明するが、本発明が
実施例によって制限又は限定されるものではない。参考に、本説明において同一の符号は
実質的に同一の要素を示し、上記の規則下で、他の図面に記載された内容を引用して説明
することができ、当業者にとって自明であると判断された、又は反復される内容は省略す
ることができる。
【００２５】
　図１は、本発明に係るスライドヒンジ装置が適用されたスライド型個人携帯端末機の構
造を示す斜視図で、図２乃至図５は、本発明に係るスライドヒンジ装置の構造を示す図で
ある。
【００２６】
　これら図面に示されるように、本発明に係るスライドヒンジ装置は、スライド型個人携
帯端末機の本体部１００及びスライド部２００を相対スライディング可能に連結するため
に提供することができ、第１スライドヒンジ部３００、第２スライドヒンジ部４００及び
ストッパー部材５００を含む。
【００２７】
　前記本体部１００は、相互協調的に内部に所定の収容空間を形成するフロントケース（
図示せず）及びリアケース（図示せず）を含んで構成可能であり、前記フロントケースの
前面には、各種情報を入力／出力するためのインターフェース部を提供することができる
。また、前記本体部１００の内部には、各種制御のための印刷回路基板を収容することが
できる。
【００２８】
　参考に、前記インターフェース部は、通常の入力装置及び出力装置のうち少なくとも一
つを含むことができる。一例として、入力装置は、キーパッド、ボタン、スイッチ、ダイ
ヤル、ポインティング装置、タッチパッドのうち少なくとも一つを含むことができ、出力
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装置は、ディスプレイ、発光素子、スピーカーのうち少なくとも一つを含むことができる
。その他にも、インターフェース部として、通常の付加装置を使用することができ、イン
ターフェース部の種類及び特性によって本発明が制限又は限定されるものではない。
【００２９】
　スライド部２００は、本体部１００の上部に重畳するように配置され、その前面には映
像情報を出力するためのディスプレイ部などを備えることができる。
【００３０】
　本発明において、個人携帯端末機（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｄｅｖｉｃ
ｅ）とは、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、スマー
トフォン（Ｓｍａｒｔ　ｐｈｏｎｅ）、ハンドヘルド（ｈａｎｄｈｅｌｄ）ＰＣ、携帯電
話、ＭＰ３プレーヤーなどのような携帯用電気電子装置であって、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　
Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　Ａｃｃｅｓｓ）モジュール、ブルートゥ
ースモジュール、赤外線通信モジュール（ＩｒＤＡ）、有無線ＬＡＮカードのような所定
の通信モジュールを備えることができ、マルチメディア再生機能を行う所定のマイクロプ
ロセッサを搭載することによって、所定の演算能力を備えた端末機を通称する概念として
使用することができる。
【００３１】
　また、本発明において、第１スライドヒンジ部３００及び第２スライドヒンジ部４００
とは、通常のスライド型個人携帯端末機において相互スライディング可能に結合される本
体部及びスライド部のハウジング（又はケース）自体と理解することができ、又は、本体
部に対するスライド部のスライディングを具現するために本体部及びスライド部と別途に
作製されて結合される各種スライディング要素（例えば、各種プレート、フレーム及びガ
イドバーなど）と理解することができる。
【００３２】
　前記第１スライドヒンジ部３００は、スライド部２００の後面をカバーするようにスラ
イド部２００の後面に結合され、スライド部２００は、第１スライドヒンジ部３００を媒
介として第２スライドヒンジ部４００とスライディング可能に結合することができる。す
なわち、前記第１スライドヒンジ部３００は、スライド部２００の後面をカバーするハウ
ジングの役割を果たすと共に、本体部１００とスライド部２００をスライディング可能に
結合するスライドヒンジ装置の役割を果たすことができる。場合によっては、第１スライ
ドヒンジ部が、スライド部の外観を形成するハウジングの外側に別途に装着されるように
構成してもよい。
【００３３】
　加えて、前記第１スライドヒンジ部３００には、ストッパー溝３１４ａ，３１４ｂ及び
ガイドレール３２２が形成される。前記ストッパー溝３１４ａ，３１４ｂには、後述する
ストッパー部材５００が選択的に拘束され得、前記第２スライドヒンジ部４００は、ガイ
ドレール３２２を部分的に収容し、ガイドレール３２２に沿ってスライド移動することが
できる。
【００３４】
　以下では、前記第１スライドヒンジ部３００が、スライドフレーム３１０及びレールプ
レート３２０を含んで構成された例を挙げて説明する。場合によっては、一つのスライデ
ィング要素のみを用いて第１スライドヒンジ部を構成してもよく、３個以上のスライディ
ング要素を用いて第１スライドヒンジ部を構成することもできる。
【００３５】
　前記スライドフレーム３１０は、スライド部２００の背面に結合され、両側端部に隣接
した部位には、所定間隔を置いて離隔するように複数個のストッパー溝３１４ａ，３１４
ｂが形成される。以下では、前記スライドフレーム３１０に第１ストッパー溝３１４ａ及
び第２ストッパー溝３１４ｂが形成され、ストッパー部材５００が第１ストッパー溝３１
４ａ及び第２ストッパー溝３１４ｂに拘束されることによって、スライド部２００の開状
態及び閉状態が一時的に固定され得るように構成された例を挙げて説明する。場合によっ
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ては、３個以上のストッパー溝が形成されてもよく、ストッパー溝の個数及び離隔間隔に
よって本発明が制限又は限定されるものではない。
【００３６】
　好ましくは、前記スライドフレーム３１０の両側端部に隣接した部位には、内面側に突
出するように折曲部３１２を形成することができ、前記ストッパー溝３１４ａ，３１４ｂ
は、折曲部３１２上に形成することができる。加えて、前記折曲部３１２には、第２スラ
イドヒンジ部４００の側端部及びストッパー部材５００を部分的に収容することができ、
このような構造は、第１スライドヒンジ部３００及び第２スライドヒンジ部４００がより
密着して配置されるようにし、ヒンジ装置の全体的な厚さをよりスリムに具現できるよう
にする。
【００３７】
　前記レールプレート３２０は、スライドフレーム３１０の背面に結合され、前記ガイド
レール３２２は、レールプレート３２０の両側端部に沿って提供することができる。本発
明の実施例では、レールプレート３２０の側端部に沿ってガイドレール３２２が提供され
る例を挙げて説明しているが、場合によっては、別途のレールプレートを排除し、スライ
ドフレームの一部を切開した後に折曲させることによってガイドレールを形成してもよく
、射出などのようなその他の方法を通じてガイドレールを形成してもよい。
【００３８】
　前記スライドフレーム３１０及びレールプレート３２０は、優れた硬度を有し、薄くし
ても形状強度を維持するのが容易な金属プレートを加工して形成することができる。一例
として、前記スライドフレーム３１０及びレールプレート３２０は、銅や銅合金、ステン
レス、アルミニウム、チタン、プラチナ、ニッケルなどからなる通常の金属プレートをプ
レス加工して形成することができる。場合によっては、スライドフレーム及びレールプレ
ートが、通常の合成樹脂材質で射出成形によって形成されてもよい。
【００３９】
　前記第２スライドヒンジ部４００は、本体部１００の上面に結合され、前記第１スライ
ドヒンジ部３００のガイドレール３２２を部分的に収容した状態で、ガイドレール３２２
に沿ってスライド移動するように構成される。
【００４０】
　前記第２スライドヒンジ部４００は、所定の幅及び長さを有するプレート状に形成する
ことができ、通常の固定又は付着方法によって本体部１００に一体に固定することができ
る。前記第２スライドヒンジ部４００は、作製工程が簡素な通常のプレス加工によって、
通常の金属プレートを折曲して形成することができ、場合によっては、金属プレートの代
わりに、優れた強度を有する合成樹脂を用いて第２スライドヒンジ部を形成してもよい。
【００４１】
　また、前記第２スライドヒンジ部４００の両側端部には、ガイドレール３２２を部分的
に収容するためのスライドガイド４１０を提供することができる。すなわち、前記スライ
ドガイド４１０は、第２スライドヒンジ部４００の両側端部をそれぞれ覆うように提供す
ることができ、各スライドガイド４１０の内壁面には、第１スライドヒンジ部３００のガ
イドレール３２２をスライディング可能に部分的に収容できるように、略“逆コ”字状の
収容溝（図示せず）を形成することができる。
【００４２】
　前記スライドガイド４１０は、第２スライドヒンジ部４００と共にインサート射出成形
されることによって、第２スライドヒンジ部４００の側端部に一体に形成され得る。場合
によっては、インサート射出成形方法以外に、通常の締結又は接着方法を通じてスライド
ガイドを第２スライドヒンジ部に一体に固定することができる。
【００４３】
　加えて、前記スライドガイド４１０は、通常のプラスチック材質で形成することができ
るが、長期間の広範囲な使用温度範囲でも優れた機械的、熱的、化学的性質を有し、卓越
した寸法安定性を有する材料の使用が要求されるので、ポリアセタール（ｐｏｌｙｏｘｙ
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ｍｅｔｈｙｌｅｎｅ）、ポリアミド（ｐｏｌｙａｍｉｄｅ）及びポリアミドイミド（ｐｏ
ｌｙａｍｉｄｅ　ｉｍｉｄｅ）などのように自己潤滑性に優れ、優れた耐疲労特性を有す
る潤滑性素材を用いて形成することが好ましい。
【００４４】
　前述したように、前記第２スライドヒンジ部４００の側端部に形成されるスライドガイ
ド４１０は、スライドフレーム３１０の折曲部３１２に部分的に収容され得る。このよう
な構造は、ヒンジ装置の全体的な厚さを更にスリムに具現できるようにすることは勿論、
第１スライドヒンジ部３００と第２スライドヒンジ部４００との間のスライディング結合
状態をより安定的に維持できるようにする。
【００４５】
　前記ストッパー部材５００は、第２スライドヒンジ部４００に対する第１スライドヒン
ジ部３００の配置状態を一時的に拘束するために提供され、一端は、第２スライドヒンジ
部４００の背面に連結され、他端は弾性的に遊動可能に自由端として配置されるストッパ
ーボディー５１２と、前記ストッパーボディー５１２の他端に一体に折曲されて第２スラ
イドヒンジ部４００の側端部に配置され、選択的にストッパー溝３１４ａ，３１４ｂに拘
束されるストッパー突起５１４と、を含む。
【００４６】
　前記ストッパーボディー５１２は、一種の片持ち梁（ｃａｎｔｉｌｅｖｅｒ）方式で第
２スライドヒンジ部４００に連結されるため、自由端として配置されるストッパーボディ
ー５１２の他端は、上下方向に沿って弾性的に遊動することができる。前記ストッパーボ
ディー５１２による弾性力は、ストッパーボディー５１２の厚さ、長さ又は形状などを適
宜変更することによって可変可能であり、ストッパーボディー５１２の弾性力を調節する
ことによって、ストッパー部材５００によるロッキング感を調節することができる。
【００４７】
　前記ストッパー突起５１４は、第１スライドヒンジ部３００に向かって突出するように
、ストッパーボディー５１２の他端に一体に折曲されて第２スライドヒンジ部４００の側
端部に配置される。前記ストッパー突起５１４は、ストッパーボディー５１２の一端を基
準として上下方向に沿って弾性的に遊動し、選択的にストッパー溝３１４ａ，３１４ｂに
収容されることによって拘束され得る。前記ストッパー突起５１４がストッパー溝３１４
ａ，３１４ｂに拘束されることによって、第２スライドヒンジ部４００に対する第１スラ
イドヒンジ部３００の配置状態が一時的に拘束され得る。以下では、前記ストッパーボデ
ィー５１２及びストッパー突起５１４が、略“Ｌ”字状に形成された例を挙げて説明する
。
【００４８】
　前記ストッパー部材５００は、通常の金属プレートをプレス加工して形成することがで
き、第２スライドヒンジ部４００とストッパー部材５００の一端は、溶接によって一体に
固定することができる。場合によっては、通常のプラスチック材質を用いてストッパー部
材を形成することができ、溶接以外に、その他の通常の結合又は固定方法によって第２ス
ライドヒンジ部とストッパー部材が固定されるように構成することができる。
【００４９】
　前記ストッパー部材５００は、非常に薄い厚さを有するプレート状に形成され、第２ス
ライドヒンジ部４００にほぼ密着するように配置できるので、ストッパー部材５００の装
着及び作動に必要な空間を最小化できるという利点がある。
【００５０】
　また、前記ストッパー部材５００には、ストッパー突起５１４を覆うようにストッパー
ガイド５２０を提供することができる。一例として、前記ストッパーガイド５２０は、ス
トッパー部材５００と共にインサート射出成形されることによって、ストッパー部材５０
０に一体に形成されてもよい。場合によっては、インサート射出成形方法以外に、通常の
締結又は接着方法を通じてストッパーガイドを第２スライドヒンジ部に一体に固定するこ
ともできる。
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【００５１】
　前記ストッパーガイド５２０は、少なくとも一部がストッパー溝３１４ａ，３１４ｂに
収容可能な形状及び構造で提供することができ、ストッパーガイド５２０の形状及び構造
によって本発明が制限又は限定されるものではない。
【００５２】
　一例として、前記ストッパーガイド５２０は、第１スライドヒンジ部３００に面接触可
能な形状に提供することができる。すなわち、前記ストッパーガイド５２０は、第１スラ
イドヒンジ部３００と接触される上端の接触部位にフラットな平面区間を含む形態で形成
することができる。一方、ストッパーガイド５２０が、略球形状を有するように形成され
、第１スライドヒンジ部３００に点接触するように構成することも可能であるが、この場
合、摩擦による塗装面のスクラッチが局部的に集中して発生し、ストッパーガイド５２０
の異常な動きが発生し得、ストッパーガイド５２０によって伝達されるロッキング感を効
果的に調節しにくいという問題点がある。しかし、ストッパーガイド５２０が第１スライ
ドヒンジ部３００に面接触する場合には、摩擦による塗装面の損傷を最小化することがで
き、ストッパーガイド５２０の異常な動きを最小化することができる。
【００５３】
　また、前記ストッパーガイド５２０の角にはチャンファ部（Ｃｈａｍｆｅｒ　ｐｏｒｔ
ｉｏｎ）５２２を形成することができる。前記チャンファ部５２２は、ストッパーガイド
５２０がストッパー溝３１４ａ，３１４ｂに収容される時に、ストッパー溝３１４ａ，３
１４ｂがチャンファ部５２２に沿って案内されるようにすることによって、ストッパーガ
イド５２０がストッパー溝３１４ａ，３１４ｂに、より柔らかく自然に収容され得るよう
にする。加えて、前記チャンファ部５２２の角度は、要求される条件及び設計仕様に応じ
て適宜変更することができ、チャンファ部５２２の角度を調節することによって、ストッ
パーガイド５２０によって伝達されるロッキング感を容易に調節することができる。
【００５４】
　一方、前記第２スライドヒンジ部４００の側端部には、ストッパー収容部４２０を形成
することができ、前記ストッパー突起５１４の少なくとも一部は、ストッパー収容部４２
０の内部に収容され得る。
【００５５】
　一例として、前記ストッパー収容部４２０は、ストッパー突起５１４及びストッパー突
起５１４を覆うように形成されるストッパーガイド５２０を収容可能な大きさ及び構造で
形成することができ、ストッパー突起５１４は、ストッパー収容部４２０に収容された状
態で、水平（左右）方向の遊動が拘束された状態で上下方向に沿って弾性的に遊動するこ
とができる。このような構造は、ストッパー部材５００の作動時に発生し得る衝撃及び異
常な遊動を低減させることができるようにし、それによるストッパー部材５００の変形及
び歪みを防止できるようにする。更に、前記ストッパー突起５１４及びストッパーガイド
５２０は、ストッパー収容部４２０の内部に収容され得るので、ストッパー突起５１４の
装着及び作動に必要な空間を最小化することができる。
【００５６】
　前記ストッパーガイド５２０もまた通常のプラスチック材質で形成することができるが
、長期間の広範囲な使用温度範囲でも優れた機械的、熱的、化学的性質を有し、卓越した
寸法安定性を有する材料の使用が要求されるので、ポリアセタール（ｐｏｌｙｏｘｙｍｅ
ｔｈｙｌｅｎｅ）、ポリアミド（ｐｏｌｙａｍｉｄｅ）及びポリアミドイミド（ｐｏｌｙ
ａｍｉｄｅ　ｉｍｉｄｅ）などのように自己潤滑性に優れ、優れた耐疲労特性を有する潤
滑性素材を用いて形成することが好ましい。
【００５７】
　以下では、本発明に係るスライドヒンジ装置の作動構造を説明する。
【００５８】
　図６乃至図８は、本発明に係るスライドヒンジ装置の作動構造を説明するための図であ
る。加えて、前述した構成と同一及び同様の部分に対しては同一又は同様の参照符号を付
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【００５９】
　個人携帯端末機は、図６でのように、最初は本体部１００及びスライド部２００が互い
に重畳するように配置された状態（閉状態）で提供される。このとき、前述したストッパ
ー部材５００は、第１ストッパー溝３１４ａに弾性的に収容された状態で配置され、スト
ッパー部材５００と第１ストッパー溝３１４ａ，３１４ｂによる拘束力によってスライド
部２００の閉状態が維持され得る。
【００６０】
　次に、使用者がスライド部２００を開放操作すれば、図７でのように、第１スライドヒ
ンジ部３００がスライド移動すると同時に、ストッパー部材５００は第１ストッパー溝３
１４ａから抜け出ることができる。このとき、前記第１スライドヒンジ部３００がスライ
ド移動する間に、第１ストッパー溝３１４ａから抜け出たストッパー部材５００は、第１
スライドヒンジ部３００の外面に弾性的に接触することができる。
【００６１】
　その後、スライド部２００の開放操作が一定以上進行されると、ストッパー部材５００
が第２ストッパー溝３１４ｂに弾性的に収容されることによって、スライド部２００の開
放状態を維持することができる。すなわち、前記ストッパー部材５００のストッパー突起
５１４（及びストッパーガイド）が第２ストッパー溝３１４ｂに進入すると、ストッパー
ボディー５１２の弾性力によってストッパー突起５１４が上方向に移動することによって
、第２ストッパー溝３１４ｂに拘束され得る。
【００６２】
　上述したように、本発明の好ましい実施例を参照して説明したが、当該技術分野におけ
る熟練した当業者であれば、下記の特許請求の範囲に記載された本発明の思想及び領域か
ら逸脱しない範囲内で、本発明を多様に修正及び変更できるということを理解できる。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明に係るスライドヒンジ装置は、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａ
ｓｓｉｓｔａｎｔ）、スマートフォン、ハンドヘルド（ｈａｎｄｈｅｌｄ）ＰＣ、携帯電
話、ＭＰ３プレーヤー、ゲーム機などのような個人携帯端末機に広く使用することができ
る。
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